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大阪産業大学 

 情報科学センター 御中 

 

Adobe Enterprise ID 発行 申請依頼書 (兼誓約書) 

下記の通り Enterprise ID を申請します。使用するにあたり、誓約事項を厳守することを誓います。 

記 

１． 申請者 

所    属：                                                          

職員番号：                            連絡先：                        

氏    名：                                                            

 

２． 申請情報  

申請日 ： ２０      年       月       日 

Enterprise ID ： [                                  ]@ □[       ].osaka-sandai.ac.jp （※） 

               □ge.osaka-sandai.ac.jp （本学 Gmail） 

 

※申請可能ドメインは las、dce、due、spo、adm、dis、eco、mech、tm、ce、ojc、int、est、edo、edd、sub、cnt 

です。これ以外の ise、eic の場合は、本学 Gmail を取得願います。 

※大学が所有するパソコンおよび申請者個人が所有するパソコンで利用可能です。 

※複数台のパソコンに AdobeCC 製品をインストールできますが、同時ログインは 2 台まで、2 台のうち個

人所有のパソコンは1台までとなります。同時使用は1台のみ許可されています。ログインしている間の

み AdobeCC 製品を利用でき、3 台目にログインすると、ログイン中の 2 台はログオフされます。 

 

３． 誓約・注意事項 

（1） Enterprise ID を利用する場合は、学校法人大阪産業大学とアドビシステムズ社との ETLA 包括ライ

センス契約に基づき、情報科学センターの指示に従います。 

（2） Enterprise ID は、1 ユーザに 1ID のみ発行できます。 

（3） ライセンス対象製品は、本学を退職（契約満了）する場合にただちに削除します。 

（4） ライセンス対象製品は、ライセンス期間終了後はただちに削除します。 

（5） Enterprise ID を他人に貸与、譲渡はしません。 

（6） 下記ウェブサイト「Adobe 教育機関向け ETLA 包括ライセンスについて」をよくお読みください。 

http://wr19.osaka-sandai.ac.jp/cnt/soft/CC27_ETLA01top.html 

 

 

 

 

 

 

以上  

WEB 申請フォーム代行登録用 
 

ご提出に際し、申請内容を情報科学センターにて 

WEB 申請フォームへ代行登録いたします 


